
［運営業務］２の①付属資料

○　北海道立北方四島交流センター条例（H11.7.23 条例第21号）

区分 午前(9～12時) 午後(12～17時) 夜間(17～21時) １日(9～21時) 割増等

交流ホール １５,６００円 ２２,１６０円 １９,２００円 ４２,５５０円  ①営利・営業目的：左表×２

対話ルーム ５,７１０円 ８,８３０円 ７,０７０円 １５,６７０円  ②入場料４千円未満：左表×２

ロシア文化ルーム ５,４１０円 ８,４２０円 ６,７００円 １４,８９０円  ③入場料４千円以上：左表×３

日本文化ルーム ２,７６０円 ４,２６０円 ３,６７０円 ７,０９０円  ④時間延長の場合１時間につき

調理実習室 ５,４１０円 ８,４２０円 ６,７００円 １４,８９０円  　：左表１日使用の額/12×1.3

視聴覚室 ５,７１０円 ８,８３０円 ７,０７０円 １５,６７０円

［設備等］　　１回につき６０,０００円

○　現行利用料金

区分 午前(9～12時) 午後(12～17時) 夜間(17～21時) １日(9～21時) 割増等

交流ホール 　８,３４０円 １２,８３０円 １１,１１０円 ２４,６３０円  ①営利・営業目的：左表×２

対話ルーム ２,６００円 ４,０３０円 ３,２１０円 ７,７３０円  ②入場料４千円未満：左表×２

ロシア文化ルーム ２,４６０円 ３,８３０円 ３,０５０円 ７,３５０円  ③入場料４千円以上：左表×３

日本文化ルーム １,０９０円 １,８１０円 １,４５０円 ３,２３０円  ④時間延長の場合１時間につき

調理実習室 ２,４６０円 ３,８３０円 ３,０５０円 ７,３５０円  　：左表１日使用の額/12×1.3

視聴覚室 ２,６００円 ４,０３０円 ３,２１０円 ７,７３０円

摘要

１回１枚 １００円

１回１台 ３００円

１回１列 １,２００円

１回１台 １００円

１回一式 ３,０００円

１回１台 ５００円

１回１台 １００円

１回一式 ６１０円

１回一式 ２０,０００円

１回１kw １００円

対話ルーム １日１枚 １００円

［貸　室］

北方四島交流センター利用料金

 （利用料金）
 第12条　交流センターの交流ホール、対話ルーム、ロシア文化ルーム、日本文化ルーム、調理実習室又は視聴覚室
 　（以下「交流ホール等」という。）の利用者は、その利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を指定管理
　 者に納めなければならない。
 ２　前項の規定により指定管理者に納められた利用料金は、指定管理者の収入とする。
 ３　利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が知事の承認を受けて定める。これを変更し
　 ようとするときも、同様とする。
 ４　知事は、前項の承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
 ５　指定管理者は、既に収受した利用料金を還付しないものとする。ただし、指定管理者は、規則で定める基準に
　 従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
 ６　指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減免することができる。

［貸　室］

設備等

［設備等］

使用料金

 条例の額を上限とし、根室市内の類似施設である文化会館等の施設利用料金を考慮。

一般電源

展示用パネル

交流ホール

 　使用回数は、展示パネルを
 除き、午前、午後、夜間の区
 分ごとにカウントする。

同時通訳装置

調光操作器

波エフェクト

マイクスタンド

ワイヤレスマイク

カラーフィルター

ディスクマシーン

ロアーホリゾンライト

先玉
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［運営業務］２の①付属資料

○　北海道立北方四島交流センター条例施行規則（H11.10.12 規則第115号）

※　参考（条例）

  （利用料金の還付の基準）
 第５条　条例第12条第５項ただし書の規則で定める基準は、次に掲げる場合について、同条第１項に規定する利用料
   金（以下「利用料金」という。）の全部又は一部を還付することができることとする。
   (1) 利用者の責めに帰することのできない理由によって利用が不可能になったと指定管理者が認めたとき。
   (2) 利用の開始日の前15日までに条例第10条第１項の規定による利用の内容の変更の承認の申請又は利用を中止す
     る旨の申出があって、指定管理者がこれについて相当の理由があると認めたとき。
   (3) 条例第11条第２項の規定により利用の承認を取り消したとき。
   (4) 知事が特別の理由があると認めたとき。

 （利用料金の減免の基準）
 第６条　条例第12条第６項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、
   利用料金を減免することができることとする。
   (1) 次のいずれかに該当するとき（条例別表の２の表又は３の表の適用を受けるときを除く。）　免除
     ア　交流センターの設置目的に沿った事業を実施する場合であって、国若しくは地方公共団体又は知事が特に認
       める団体が主催するとき。
     イ　学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校の児童、生徒等が学校教育の範囲内で利用すると
       き。
     ウ　次に掲げる者が主宰する会議又は研修等（当該会議又は研修等に参加する者が、主として次に掲げる者及び
       その引率者であるものに限る。）で利用するとき。
       (ｱ) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の規定による身体障害者手帳の交付を受けてい
　　　　 る者
       (ｲ) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは障害者職業センターの長又は精神保
         健指定医により知的障害者と判定された者
       (ｳ) 精神保健福祉センターの長、精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師により精神障害者（知的障害者
         を除く。）と判定された者
       (ｴ) 65歳以上の者
       (ｵ) その他知事が(ア)から(エ)までに準ずる者と認める者
   (2) 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律（昭和57年法律第85号）第２条に規定する北方領
     土隣接地域を管轄する市若しくは町又は公共的団体等が公共的活動に利用するとき　４割減額
   (3) 次のいずれかに該当するとき　５割減額
     ア　第１号アからウまでに該当する場合であって、条例別表の３の表の適用を受けるとき。
     イ　知事が特別の理由があると認めたとき。

 （変更の承認）
 第10条　第８条第１項の承認を受けた者（以下「利用者」という。）は、利用の内容を変更しようとするときは、指
   定管理者の承認を受けなければならない。
 ２　第８条第２項及び前条の規定は、前項の承認について準用する。

 （承認の取消し等）
 第11条　指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第８条第１項の承認（前条第１項の承認を
   受けたときは、その変更後のもの。次項において同じ。）を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止する
   ことができる。
   (1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
   (2) 虚偽の申請その他不正な手段により第８条第１項又は前条第１項の承認を受けたとき。
   (3) 第８条第２項（前条第２項において準用する場合を含む。）の規定により付された条件に違反したとき。
 ２　指定管理者は、施設等の維持管理上その他公益上やむを得ない事態が発生したときは、第８条第１項の承認を取
   り消し、又はその条件を変更することができる。

 条例別表２：交流ホール等を営利又は営業の目的で利用する場合（貸室の割増等の①）
 条例別表３：交流ホール等を入場料又はこれに類するものを徴収して利用する場合（貸室の割増等の②③）
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